
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

エネルギー供給事業者による非化石エネル

ギー源の利用及び化石エネルギー原料の有

効な利用の促進に関する法律の一部改正に

伴い、所要の整備を行うものであり、妥当

なものと認めた。

健康保険法施行令、国民健康保険法施行令

等の一部改正に伴い、出産育児一時金及び

保険料の賦課限度額の引上げその他所要の

整備を行うものであり、妥当なものと認め

た。

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、

所要の整備を行うものであり、妥当なもの

と認めた。

子ども・子育て支援法及び学校教育法の一

部改正に伴い、所要の整備を行うものであ

り、妥当なものと認めた。

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、

所要の整備を行うものであり、妥当なもの

と認めた。

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準の一部改正に伴い、安全計画の策定等

の義務化その他所要の整備を行うものであ

り、妥当なものと認めた。

議 案
第 ２ ３ 号

宇部市国民健康保険条例中
一部改正の件

原 案 可 決

議 案
第 ２ ４ 号

宇部市子ども・子育て審議
会条例中一部改正の件

原 案 可 決

  宇部市議会議長  河　崎　　　運    様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文教民生委員長  山　下　節　子   

記

議 案
第 ２ ２ 号

宇部市環境保全条例中一部
改正の件

原 案 可 決

 文 教 民 生 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年(2023年)３月２７日  

議 案
第 ２ ６ 号

宇部市立保育所条例中一部
改正の件

原 案 可 決

議 案
第 ２ ５ 号

宇部市特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める
条例中一部改正の件

原 案 可 決

議 案
第 ２ ７ 号

宇部市家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準
を定める条例中一部改正の
件

原 案 可 決



事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準の一部改正に伴い、安全計画の

策定等の義務化その他所要の整備を行うも

であり、妥当なものと認めた。

宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館

ほか３施設）の指定管理者を指定すること

について、地方自治法の規定により、市議

会の議決を求めるものであり、妥当なもの

と認めた。

宇部市立桃山中学校で発生した高圧ケーブ

ル切断事故により、本市がＵＢＥ株式会社

に支払った解決金について、その一部を利

害関係人である相手方に対し求償している

ものの、合意に至らないため、調停により

解決を図ろうとするものであり、妥当なも

のと認めた。

原 案 可 決調停の申立てについて
議 案
第 ３ ９ 号

議 案
第 ３ ６ 号

宇部市体育施設（宇部市俵
田翁記念体育館ほか３施
設）に係る指定管理者の指
定の件

原 案 可 決

議 案
第 ２ ８ 号

宇部市放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関す
る基準を定める条例中一部
改正の件

原 案 可 決


